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◎
研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進
等
に
よ
る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進
等
に
関
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文 

○
独
立
行
政
法
人
気
象
研
究
所
法
（
平
成
二
十
年
法
律
第 

 
 

号
）
（
抄
）
（
附
則
第
七
条
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改 
 

 

正 
 

 

案 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

現 
 

 
 

 
 

行 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

附 

則 

 

（
研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進
等
に
よ
る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及

び
研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
十
三
条 

研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進
等
に
よ
る
研
究
開
発
能
力
の

強
化
及
び
研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律

第 
 

 

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
中
第
三
十
二
号
を
第
三
十
三
号
と
し
、
第
三
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。 

 
 

三
十
二 

独
立
行
政
法
人
気
象
研
究
所 

 
 

 

附 

則 

   

（
新
設
） 
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○
高
度
専
門
医
療
に
関
す
る
研
究
等
を
行
う
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第 
 

 

号
）
（
抄
）
（
附
則
第
八
条
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改 
 

 

正 
 

 

案 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

現 
 

 
 

 
 

行 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

附 

則 

 

（
研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進
等
に
よ
る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及

び
研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
十
九
条
の
二 

研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進
等
に
よ
る
研
究
開
発
能

力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年

法
律
第 

 
 

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
中
第
三
十
三
号
を
第
三
十
九
号
と
し
、
第
十
七
号
か
ら
第
三
十
二
号
ま

で
を
六
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
六
号
の
次
に
次
の
六
号
を
加
え
る
。 

十
七 

独
立
行
政
法
人
国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー 

十
八 

独
立
行
政
法
人
国
立
循
環
器
病
研
究
セ
ン
タ
ー 

十
九 

独
立
行
政
法
人
国
立
精
神
・
神
経
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー 

二
十 

独
立
行
政
法
人
国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー 

二
十
一 

独
立
行
政
法
人
国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー 

二
十
二 

独
立
行
政
法
人
国
立
長
寿
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー 

 
 

 

附 

則 

   

（
新
設
） 

   

 
 

 
 


